
 

 

令和 6年度 宮ヶ瀬中学校区統合 
 

第１回 学校運営協議会 
 

 

   

 

  

 

 

令和 6年 5月１0日(金)１０:３０ 

 

宮ヶ瀬中学校 ２階 特別活動室 

 

 



令和 6年度 第１回学校運営協議会 

 

                           令和 6年５月 10日（金）１０:３０～１１：３０ 

                                  場所：宮ヶ瀬中学校 ２階 特別活動室 

                      司会：委員長 

  １  開会のことば              教  頭  浅野 益男 

     ≪生徒よりあいさつ≫ 

２  委員自己紹介 

３  委員長・コーディネーター確認 

４  令和 6年度の教育活動の重点について（別紙） 

                               教  頭   

５  学校の様子                教務主任   

６  学校運営委員会の活動の進め方について           

７  今後のスケジュールについて 

８  次回の予定等               第２回学校運営協議会（案）  

                                １０月初旬 10: 30～11:30（昨年度：10月 6日(木)）                                     

                               ※事務局案：10/2（水）～4（金）  9（水）～11（金） 

                                ２月中旬 10: 30～11:30（昨年度： 2月 6日(火）） 

                                                             （雪の為 2/15） 

９  閉会のことば                教  頭  

 

 

 



令和 6年度 主な宮ヶ瀬中学校行事等一覧 

 

月日（曜日） 中学校 

５月 18日（土） 宮ヶ瀬合同体育祭 

６月 5日（水） ＧＴ道徳（福祉体験） 

６月 19日（水） 期末試験 

7月 12日（金） 芸術鑑賞会（劇団四季） 

7月 19日（金） 1学期終業式 

8月 28日（水） 2学期始業式 

９月 11日（水）～ 

９月 13日（金） 

修学旅行（奈良・京都） 

９月 18日（水） 研究授業 

９月２8日（土） 授業参観・学校保健委員会 

１０月 19日（土） ふれあい文化祭 

１０月 27日（日） 中文連芸術祭音楽科発表会（愛川町） 

１１月 13日（水） 3年生：期末試験 

11月 21日（水）～ 

11月 22日（金） 

3年生：三者面談 

１１月 28日（木） 2年生：期末試験 

12月 2日（月） 薬物乱用防止教室 

12月 9日（月）～ 2年生：三者面談 



12月 10日（火） 

１2月１3日（金） 3年生：保育実習（清川幼稚園） 

１2月２4日（火） 2学期終業式 

１月 8日（火） ３学期始業式・百人一首大会・書き初め大会 

１月 29日（水） 研究授業 

２月 4日（火） 3年生：学年末試験 

２月 13日（木）予定 公立高校入試 

２月 21日（木） 2年生：学年末試験 

２月 28日（金）予定 公立高校入試合格発表 

３月 11日（火）予定 卒業証書授与式 

3月 25日（火） 修了式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「清川村立宮ヶ瀬中学校区統合学校運営協議会規則」  
 

 

（名称） 

○本会は、「清川村立宮ヶ瀬中学校区統合学校運営協議会」（以下学校運営協議会という。）

と称する。 

 

 

（目的） 

○学校運営協議会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の６の規定に基

づき、学校運営や諸教育活動の円滑な推進や望ましい在り方等について協議し、保護者

や地域住民と学校が共に連携しあい、地域に開かれた信頼される学校づくりを推進す

るとともに、児童・生徒の安全確保や健全育成に取り組むことを目的に行う。 

 

 

（会議・組織） 

○学校運営協議会は、小・中学校長が協議のうえ委員長が招集する。 

 

○学校運営協議会に委員長、コーディネーターを置く。 

 

○委員長及びコーディネーターは委員の互選とする。 

 

○委員長は、会務を総括する。 

 

○コーディネーターは、委員長を補佐し、学校との連携教育活動について、地域や支援者

との連絡調整を行う。 

 

○委員は、小・中学校長が協議のうえ教育委員会に推薦し委嘱する。なお、任期は委嘱ま

たは任命の日から２年以内において教育委員会が定める期間とする。ただし、再任は妨

げない。 

 

（評価及び広報） 

○学校運営協議会は、アンケ－ト調査を活用し、学校の運営状況について協議し、評価・

反省に取り組むと共に、次年度の運営等に生かせるよう努める。また、「学校だより」

等をとおして、地域の住民や保護者に対して積極的に情報発信に努める。 

 


